
 
 
 

 

 

 

 

 

第 106号議案 大田区立保育園条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 

１ 大田区立新蒲田保育園の移転による位置変更のため、大田区立保育園条例の一部を改正する。 
 
２ 改正条例 新旧対照表 以下のとおり（新旧対照表の一部を省略） 
 

新  旧  

大田区立保育園条例  大田区立保育園条例  

昭和 26年８月 15日  

条例第 14号  

昭和 26年８月 15日  

条例第 14号  

          

  

別表（第１条関係）  別表（第１条関係）  

 名称  位置    名称  位置   

 （略）  （略）    （略）  （略）   

 同  矢口保育園  同  新蒲田二丁目 12

番 18号  

  同  矢口保育園  同  新蒲田二丁目 12

番 18号  

 

 同  新蒲田保育園  同  新蒲田一丁目 18

番 16号  

  同  新蒲田保育園  同  新蒲田三丁目 29

番 14号  

 

 同  東蒲田保育園  同  東蒲田二丁目 32

番 15号  

  同  東蒲田保育園  同  東蒲田二丁目 32

番 15号  

 

 （略）  （略）    （略）  （略）   

   付  則  

 この条例は、規則で定める日から施行す

る。  

 

 
 

こども文教委員会 
令和２年 11月 30日・12月 1日 

こども家庭部 資料２番 

所管 保育サービス課 


